
会議録 

会議の名称 平成22年度第1回西東京市消防委員会 

開催日時 平成22年5月21日（金曜日）15時30分から17時15分まで 

開催場所 防災センター 災害対策本部室 

出席者 

中野委員長、蓮見職務代理、柏木委員、村田委員、櫻井委員、原田委員 

高橋委員、長谷川委員、 

河村危機管理室長、保谷危機管理特命主幹、長谷川主査 

議題 

1 平成22年度消防団活動費予算概要等について 

2 西東京市災害時支援協力員登録要綱（案）について 

3 女性消防団員の任用について 

会議資料の 

名称 

平成22年度消防団活動費予算概要等 

西東京市災害時支援協力員登録要綱（案） 

記 録 方 法 □全文記録 ■発言者の発言内容ごとの要点記録 □会議内容の要点記録 

会議内容 

 

○中野委員長： 
挨拶 

 

○中野委員長： 

議題1 平成22年度消防団活動費予算概要等について 

事務局に説明を求める。 

 

○事務局： 

資料に基づいて説明する。 
 

○中野委員長： 

このことについて、質問等がありますか。 

 

○村田委員： 

消防団員被服費について、昨年より減額がされているが、次年度は任期換えを控えているの

に前年度より減額されているのはなぜか。 

 

○事務局： 

昨年度、全団員用として作業服及び合羽を貸与し、今年度については、防寒着の貸与等とし

て計上している。 

 

○蓮見委員： 

防火衣購入とあるが、24着で賄うのか。 
 

○村田委員： 



毎年2着ずつ各分団へ貸与されていたが、型が変わってしまうことがあるので、一昨年より2

年かけて各分団5着の貸与ということでお願した。 
今年度について、形の変更がないということと、各分団2着の貸与をいただければ、同型の

防火衣が7着になるので、今年度は24着でお願いした。 

 

○中野委員長： 

毎年2着の貸与ではなく、同様の防火衣を着て活動できることが好ましいので、今後も貸与

方法を検討して継続してください。 

 

○柏木委員： 

詰所の件ですが、第8分団が旧保谷4分団詰所に移る時期は、いつ頃か。 

 

○事務局： 

平成23年の1月か2月を予定している。 
 

○柏木委員： 

消防署として、活動計画や消防車の集結等について、把握する必要があるので詳細が決定し

たら情報提供してください。 

 

○事務局： 

第8分団については、唯一の借地であるが、市有地で検討したが適地がなく、所有者の協力

が得られ、現状の所に建替えることになりました。 

第4分団詰所については、消防団長の村田委員から経過をお願いしたい。 

 

○村田委員： 

現在の第4分団詰所から150メートル程西側に行った土地約40坪を候補地とし、5月初旬に現

地にて、市・土地所有者・私の3者で話し合いがもたれ、土地所有者に売却を打診し了承を得

られた。 

これにより、用地取得等に向けた事務が進められることになった。 

 

○中野委員長： 

第8分団については、土地所有者の了承を得られ、現状の所に建替え、第4分団については、

新たな所に新築するとの事であります。 

他に意見等があるか。 

新規事業について、10周年記念事業で出初式とあるが何かするのか。 

 

○村田委員： 

事務局から説明があったが、出初式に冠を付け、他に記念事業と比べ突出したことはできな

いが、事務局と協議し記念品及びリーフレットを作成して行いたい。 

 

○中野委員長： 

解りました。 

 

○蓮見委員： 

消防団員旅費について、前年度比がマイナスになっているが実績等に基づいての削減か。 

 

○事務局： 

出動旅費の支給は、火災、地域警戒、訓練等の出動の際に支給されるが、地域警戒人数につ

いて、現団員数と新入団員の見込み数の積算にしたため、昨年度と比べ減額となった。 



 

○蓮見委員： 

解りました。 
 

○中野委員長： 

議題2 西東京市災害時支援協力員登録要項（案）について 

事務局に説明を求める。 

 

○事務局： 

昨年度答申をいただいた消防団OBの活用について、本年度に予算措置がされたところであ

る。 

本年度から施行するにあたり、登録及び対応の規定整備をする必要があるため、要綱（案）

を提示しますので、ご審議いただきたい。 

 

（要綱（案）の読み上げ） 

 

○中野委員長： 

事務局より説明がありましたが、質問等がありますか。 

 

○村田委員： 

第2の（1）について、市外へ転出した元消防団員は入れないのか、また（2）の75歳という

年齢で区切って良いものか、そして団長に責務が多いが、団長に負担ではないか。また、貸与

される物品の記載がないが、別に規定を設けるのか伺いたい。 

 

○中野委員長： 

村田委員から意見がありましたが、このことについて何かありますか。 

 

○蓮見委員： 

住所要件については、消防団条例で改正があったので、それと整合性をとりつつ考えていけ

ば良いのではないか。 

 

○中野委員長： 

要綱に厳しい制約を設けてしまった場合、協力員として加入していただけるか危惧される

が、この案について文言等で変えたほうが良いとの意見があれば伺いたい。 

 

○事務局： 

貸与品については、第8で別に定めるとなっているので対応したい。 

 

○蓮見委員： 

団長の指導及び助言を受けと記載があるが、昨年度の答申案を議論した時に、出身分団の分

団長の指示に従うとの意見でまとまったと思いますが。 

 

○原田委員： 

団への支援であるので、分団長ではなく団長であるべきと思う。 

 

○櫻井委員： 

分団長は、団長の指揮の基に活動するのであり、協力員は、出身分団に所属するのであるか

ら分団長の指揮下に入れば良い。 

 



○蓮見委員： 

協力員は分団OBであり先輩達なので、分団長の指揮下に入るか危惧される。 

 

○長谷川委員： 

貸与品の人数は、各分団何名を想定していますか。 

 

○事務局： 

10名です。 

 

○中野委員長： 

一番大切な問題は、はたして登録していただけるかが問題です 

 

○長谷川委員： 

団の任期換え時に、退団する方に呼びかけが必要ではないか。 
 

○中野委員長： 

退団した方に呼びかけて、どれくらいの方が賛同していただけるか不安である。 

この要綱案に細かな項目を加えた場合、協力員が負担に感じてはいけないので、みなさんの

意見を基に、この案に追加や削除を反映していきたい。 

 

○蓮見委員： 

市内に居住ではなく、元西東京市消防団で良いのではないか。 

 

○長谷川委員： 

市外に居住でも保険については支給されるのか。 

 

○事務局： 

問題ありません。 

 

○村田委員： 

災害時支援協力員は分団に所属することになるが、団の幹部はこの要綱のことを知りませ

ん。 

施行前に消防団幹部会議で図り、分団長を始め幹部の意見を伺いたい。 

 

○中野委員長： 

分団にも係ることですので、良いと思います。 

 

○柏木委員： 

第4第2項について、必要かどうかですが、活動可能な範囲で緊急かつ重要なものから実施す

るとなっているが、厳しいことを求めている様なので、可能な範囲で活動するとの表現にした

方が良いのではないか。また、保険の加入について条文は必要ないか。 

 

○中野委員長： 

第2項について、必要かとの意見ありましたがいかがでしょうか。 

 

○蓮見委員： 

不要でも差支えないと思う。 

 

○長谷川委員： 



地域の自主防災組織へ行かなくてはならない。 

 

○事務局： 

自主防災組織への支援は必要ではないか。 

 

○蓮見委員： 

大災害時での活動ですので、支援物資等の配布などがある。 

 

○村田委員： 

大災害の定義が解らない。 

 

○中野委員長： 

震度5以上のものが対象で、火災などは規模がそれ程大きくなければ大災害ではないと思

う。 

 

○事務局： 

防災行政無線については、震度5弱以上で吹鳴している。 

 

○中野委員長： 

今後30年以内に70～80％の確率で巨大地震起きる可能性があると聞いているが、いざの時の

備えの要綱案ですので大災害のみの対象で良いと思う。 

 

○事務局： 

防災行政無線については、震度5弱以上で吹鳴していますが、見直しを検討している。 

防災行政無線がなったら参集していただければ良いのではないか。 

 

 

○村田委員： 

目安としては良い。 

 

○中野委員長： 

家等が倒壊するような災害ということで参集してもらえば良い。 

 

○事務局： 

要綱に記載する必要があるか。 

 

○委員： 

必要ないとの意見あり。 

 

○中野委員長： 

第1の趣旨から順に各委員に意見を伺いたい。 

 

○各委員： 

第1については、修正無し。 
第2について、第2号の年齢の75歳を削除したほうが良い。 

第3について、「災害協力員は」で良い。 

第4第2項について、削除するとの意見がありましたので、削除する。 

第5について、「西東京市」は不要である。 

「団長及び分団」を「団長及び分団長」に修正する。 



第6について、「協力員として登録した者から」を「協力員から」に修正する。 

第7について、「第6条」を「第6」に修正する。 

第8について、修正無し。 

 

○中野委員長： 

以上の修正をすることで宜しいでしょうか。 

 

○委員： 

異議なしの声あり。 

 

○事務局： 

本日の修正をしたものを作成し、委員各位に郵送いたしますので、内容等を確認いただき、

意見等があれば申し出てください。 

その後、要綱案を消防団幹部会議に示して、意見等をいただいたものを反映させ、次回の消

防委員会にお示しします。 

 

○中野委員長： 

この件については、消防団に要綱案を示し意見をいただいてから、次回の消防委員会でさら

なる協議をしたいがいかがでしょうか。 

 

○委員： 

異議なしの声あり。 

 

○中野委員長： 

議題3 女性消防団員の任用について 

意見がありますか。 

 

○村田委員： 

北消連で女性消防団員のいる市に任務等の状況調査をお願いする。 

 

○事務局： 

解りました。 

 

○中野委員長： 

次回の消防委員会において、女性消防団員の任用について検討したいと思うがいかがでしょ

うか。 

 

○委員： 

異議なしの声あり。 

 

○中野委員長： 

これをもちまして、平成22年度第1回消防委員会を終了する。 

次回の消防委員会は、8月3日（火曜日）を予定する。 

 

 

 

 


